
 

 

 
 
 
 
 

横浜市人権施策基本指針の改訂について 
 

 
 

１ 横浜市人権施策基本指針の概要 

「横浜市人権施策基本指針（以下「指針」という。）」は、平成８年の有識者や人権団体の

代表者などで構成された「ゆめはま人権懇話会」による提言を受け、人権尊重を基調とする

市政及び人権施策の総合的・体系的推進を図るため、平成 10年に策定されました。 

 

２ 指針の改訂 

 本指針は、人権問題に関する国等の動向や社会情勢の変化、本市が行う「人権に関する市

民意識調査」の結果等を踏まえ、災害に伴う人権問題などの新たな人権課題や、障害者差別

解消法など人権に関する法整備が進んでいる状況に対応するため、改訂を行います。（前回改

訂：平成 23 年） 

 なお、改訂にあたっては、庁内での検討や意見交換を重ねるとともに、有識者や当事者団

体・支援者団体等で構成された横浜市人権懇話会（平成 24年度設置）を開催し、幅広い意見

を聴取してきました。 

 

３ 指針素案の内容 

第１章 人権問題についての基本認識 

第２章 人権施策基本指針策定にあたって 

第３章 人権施策推進の考え方 

第４章 人権施策推進のための取組 

第５章 様々な人権課題への取組 

第６章 市民・地域団体・事業者の皆様へ 

 

４ 市民意見の反映 

（１） パブリックコメントの実施 

① 意見募集期間 平成 28年７月５日～８月 15日 

② 素案の閲覧・配布等 

    ・部数：素案 400部、概要版 8,000部（点字版・音声版あり） 

    ・場所：区役所区政推進課、市民局人権課・市民情報センター、 

横浜市ホームページ など 

（２） その他の意見聴取（平成 27年度実施） 

① 人権に関する市民意識調査 

② 有識者・人権関係団体等からのヒアリング 

 

５ スケジュール 

平成 28 年５月       本常任委員会への素案報告 

７月～８月 パブリックコメントの実施 

12月      本常任委員会への原案報告 

平成 29 年１月      公表 

市民・文化観光・消防委員会資料 
平 成 2 8 年 ５ 月 3 1 日 
市 民 局 
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